
令和６年度岡崎市鳥獣害対策事業費補助金概要

申請時期 ４月１日～ （翌年２月末までに事業完了できるもの）

ただし、予算が無くなり次第終了します。

対象者 岡崎市内在住の農林業者個人及び農林業関係団体等

※申請可能回数は同一年度内で補助対象資材ごとに１回のみとします。

（ただし、「はこわな又は囲いわな」及び「くくりわな」に関しては、農林

業関係団体の申請のみとさせていただきます。）

対象地 岡崎市内（ただし、この補助金を受けて施工した場所は、５年間対象外）

対象物 ○「防護柵等」の資材費（電気牧柵、ワイヤーメッシュ、網など）

〇「樹木防護材」（樹木を囲い又は巻きつけて剥皮被害から林産物を守るも

の）

○「威嚇資材」（電気かかしなど）

○「はこわな又は囲いわな」（部品費のみは除く）

○「くくりわな（バネを使用しないものに限る）」（部品費のみは除く）

※人件費、事務費、送料、テスター等の器具、設置に要する工具は補助対

象外です。

※対象物は耐用年数が５年以上を見込めるものとなります。

補助金額

申請者 補助対象資材 補助率 補助上限 補助金の額

個人
防護柵等又は威嚇資材

1/2

以内

５万円

上限の範囲内で

補助対象資材費×1/2

以内

（千円未満切捨）

樹木防護材 10 万円

団体等

防護柵等又は威嚇資材 100 万円

樹木防護材 100 万円

はこわな又は囲いわな 10 万円

くくりわな

（バネを使用しないも

のに限る）

５万円

ただし、補助金の額が１万円未満となる事業は、補助対象外です。

手順 裏面「書類の流れ」を参照して下さい。

※申請前に購入した場合は、対象となりません。

その他 団体の場合、農業生産組合以外の場合は規約等の写しが必要です。

申請書類の請求や詳しいお問合せは、実施者（団体の場合は代表者）の方

が、直接担当にお問合せ下さい。

担当

連絡先

岡崎市経済振興部中山間政策課地域づくり係

岡崎市樫山町字山ノ神 21-1（額田支所２階）

電話８２－４１２３ ＦＡＸ８２－４１２４



※交付決定には、補助金交付申請書を中山間政策課

で受取った後、業務日で10日程度かかります。

※事業完了後速やかに実績報告してください。
※写真は、
○「防護柵等」の場合

予定場所図面で番号をつけた全箇所＋遠景１枚
○「威嚇資材」、「樹木防護材」の場合

補助対象物品のアップ、遠景を各１枚以上

管理者プレートのアップ、檻の全体像を各１枚以上

管理者プレートのアップ、わなの全体像を各１枚以上

※額の確定通知は、検査合格後、業務日で４日程度
かかります。

※補助金の支払には、確定通知後、業務日で３～４
週間かかります。

※振込通知は発行しませんので、確定通知後４週間
を経過した後に、通帳記帳にてご確認下さい。

岡崎市鳥獣害対策事業費補助金書類の流れ
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○「はこわな又は囲いわな」の場合

○「くくりわな」の場合

⑦補助金を代表者口座へ一括支払い

①交付申請
交付申請書・収支予算書・実施計画書・実施予定場所図面・見積書・仕
様書等（防護柵以外の資材の場合）・規約等の写し（農業生産組合以
外の団体の場合）を提出

②交付決定

③補助対象物品の購入・設置

④実績報告
実績報告書・収支精算書・領収書・写真・請求書・口座確認書を提出

⑥額の確定通知

⑤検査
⑤－１ 交付決定金額が５万円以下の場合は、写真検査（④の写真）
⑤－２ 交付決定金額が５万円を超える場合は現地測量検査（立会不要）

検査不合格の場合は、手直し後再検査を実施します。
再検査は、全て現地立会検査になります。
再検査不合格の場合は補助金の一部又は全部を減額します。
検査前に補助対象物品を撤去しないでください。

申請手続き前：
〇「防護柵等」の場合：設置予定場所の延長を測り、見積書をとります。
〇「威嚇資材」、「樹木防護材」の場合：仕様書等と見積書を用意します。
〇「はこわな又は囲いわな」及び「くくりわな」の場合：仕様書等と見積書を用意するとともに、檻及びわなの管理
者の手配をします。
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